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事 業 名 創業者・再チャレンジ支援資金 ２９ 

根 拠 法 令 等 群馬県創業者・再チャレンジ支援資金融資促進制度要綱 

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 新たに事業を始めようとする者や再起業しようとする者を支援する。 

融  資 
対 象 者 

①Ａタイプ 
 創業後５年未満の中小企業者で、要件に該当する方 
②Ｂ－１タイプ 
 これから創業する方又は創業後５年未満の方で、要件に該当する方 
③Ｂ－２タイプ 
 金融機関に加えて群馬県信用保証協会又は認定経営革新等支援機関から
創業計画策定等の支援を受け、これから創業する方又は創業後３年未満の
方で、要件に該当する方 
④Ｂ－３タイプ 
 Ｂ－２タイプに該当する方のうち、女性・若者（34 歳以下）・シニア（55
歳以上）の方 
⑤Ｃタイプ 
 事業廃止又は会社解散から５年未満の方で、これから再起業する方又は
再起業後５年未満の方で、要件に該当する方 
⑥Ｄタイプ 
 これから法人として創業する方又は法人で創業後５年未満の方で、要件
に該当する方 

資金使途 設備資金及び運転資金 

融  資
限度額等 

融資限度額：Ａタイプ ４，５００万円（内運転資金２，５００万円） 
      Ｂ・Ｃ・Ｄタイプ ３，５００万円 
融 資 利 率：責任共有対象外 年１．５％以内 
      責任共有対象  年１．５５％以内 
融 資 期 間：Ａタイプ    設備    １０年以内（うち据置２年以内） 
              運転     ５年以内（うち据置１年以内） 
      Ｂ・Ｃ・Ｄタイプ  設備     ７年以内（うち据置１年以内） 
               運転     ５年以内（うち据置１年以内） 
                   運転設備  ７年以内（うち据置１年以内） 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

地域企業支援課 金融係 
０２７－２２６－３３３２ 

実    績 

 
平成２３年度 ２３２件 １，２１６，２１３千円 
平成２４年度 １７２件   ９６２，２３０千円 
平成２５年度 １５７件   ８３７，８０７千円 
平成２６年度 １９０件 １，０６５，５４５千円 
平成２７年度 １４９件   ８３９，２４０千円 
平成２８年度 １０８件   ５８８，２６５千円 
平成２９年度 １１８件   ６７５，０６０千円 
平成３０年度 １０８件   ６１５, ７９０千円 
令和元年度   ８９件      ４８７，０９３千円 
令和２年度   ７６件      ４３２, １２０千円 
令和３年度  １４３件   ８１８，５３０千円 
令和４年度  １３６件   ８３２，８１０千円 
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事 業 名 
地域商業機能複合化推進事業           

（地域の持続的発展のための中小商業者等の機能活性化事業） 
３０ 

根 拠 法 令 等 
令和５年度「地域商業機能複合化推進事業（地域の持続的発展のため
の中小商業者等の機能活性化事業）」に係る補助事業者募集要領 

制 
度 
の 
概 
要 

目  的 

商店街において、来街者の消費動向等の調査分析や新たな需要の創
出につながる魅力的な機能の導入等を行い、最適なテナントミックス
の実現に向けた仕組みづくり等に取り組む事業を商店街等組織又は民
間事業者が行う場合に、その事業に要する経費の一部を地方公共団体
とともに補助することにより、地域のニーズや新たな需要に対応しよ
うとする取組等を後押しし、商店街等の多様な機能の活性化と地域の
持続的発展を促進する。 

補  助 
対 象 等 

商店街等組織又は民間事業者 

事業内容 

（１）消費動向等分析・テナントミックス構築事業（ソフト事業） 
商店街等において、空き店舗等を活用した創業支援等の実施ととも

に、顧客の属性・消費動向等を調査分析し、最適なテナントミックス
の実現に向けた仕組みづくり等を行うことで、地域のニーズや新たな
需要に対応し、商店街等の多様な機能の活性化と地域の持続的発展に
繋がる事業。 
 
（２）商店街等新機能導入促進事業（ハード事業） 

商店街等において、商店街等にない新たな機能の導入に係る施設整
備等を行い、顧客の属性・消費動向や商店街等のエリアへの波及効果
等を調査分析するとともに、最適なテナントミックスの実現に向けた
仕組みづくり等を行うことで、地域のニーズや新たな需要に対応し、
商店街等の多様な機能の活性化と持続的発展に繋がる事業。 

補 助 率 

（１）消費動向等分析・テナントミックス構築事業（ソフト事業） 
地方公共団体が間接補助事業者に交付する額の４／５ 

 上限額：４００万円 
 
（２）商店街等新機能導入促進事業（ハード事業） 

地方公共団体が間接補助事業者に交付する額の２／３ 
 上限額：４，０００万円 
※ソフト事業・ハード事業の併用は不可 

担 当 課 
及 び 

連 絡 先 

【問い合わせ】 
◆関東経済産業局流通・サービス産業課商業振興室 
 電話 048-600-0317 

実    績 

 

 

 

 
 
 
 


